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■ 特別支援学校の教科用図書

（３）通常の学級

通常の学級には、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す児童

生徒が約8.8パーセント程度の割合で在籍している可能性があります。（令和４年 文部科学省「通

常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」より）

■ 発達障がいについて

特別な教育的支援が必要な児童生徒の中には、発達障がいのある児童生徒がいる場合もあ

ります。

特別支援学校における教科用図書については、原則として、小・中学校と同様に、文部

科学省検定済教科書又は文部科学省著作教科書（視覚障がい者を教育する特別支援学校の

点字教科書、聴覚障がい者を教育する特別支援学校の言語指導や音楽の教科書、知的障が

い者を教育する特別支援学校の国語、算数、音楽の教科書）を使用することとなっていま

すが、特別の教育課程を編成する場合などについては、他の適切な図書（学校教育法附則

第９条に規定されている図書）を教科用図書として使用することができるようになってい

ます。

また、小・中学校の特別支援学級においても、特別の教育課程による場合には、同様に

他の適切な図書を教科用図書として使用することができます。

北海道教育委員会では、毎年、教科用図書選定審議会を設置して障がいの状態に応じた

適切な教科用図書を採択するための参考資料を作成し、各学校へ配付するとともに、道内

17会場で教科用図書を展示しています。

〈学習障がいの定義〉

〈注意欠陥多動性障がいの定義〉

〈自閉症の定義〉

令和３年６月「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえ
た学びの充実に向けて～」（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課）

学習障がいとは、全般的に知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又
は推論するといった学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力について
なかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習
上、様々な困難に直面している状態をいう。

注意欠陥多動性障がいとは、身の回りの特定のものに意識を集中させる脳の働きである注意
力に様々な問題があり、又は、衝動的で落ち着きのない行動により、生活上、様々な困難に直
面している状態をいう。

自閉症とは、①他者との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が
狭く特定のものにこだわることを特徴とする発達の障がいである。その特徴は３歳くらいまで
に現れることが多いが、成人期に症状が顕在化することもある。中枢神経系に何らかの機能不
全があると推定されている。
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平成２９年７月「中学校学習指導要領解説数学編」（文部科学省）

平成２９年６月「小学校学習指導要領解説国語編」（文部科学省）



小学校学習指導要領・中学校学習指導要領（平成２９年３月）で示されている内容

○　特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける全ての幼児児童生徒について、個別の教育

支援計画と個別の指導計画を作成し、活用すること

○　通級による指導を受けていない障がいのある幼児児童生徒の指導に当たっては、個別の教育支援計

画及び個別の指導計画を作成し、活用に務めること
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５ 交流及び共同学習

交流及び共同学習とは、障がいのある幼児児童生徒と障がいのない幼児児童生徒が共に学習
や活動を行い、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育成するための教育活動で
す。また、交流及び共同学習には、相互の触れ合いを通じて豊かな人間形成を育むことを目的
とした「交流」の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする「共同学習」の側面があります。
実施に当たっては、交流及び共同学習の目標や指導内容、指導体制、指導時数を個別の指導計
画に明記することが大切です。

○ 交流及び共同学習は、幼児児童生徒の経験を広め、社会性を養い、好まし
い人間関係を育てる意味で、重要な役割を担った教育活動です。
○ 交流及び共同学習は、障がいのある幼児児童生徒にとって有意義なだけで
なく、障がいのない幼児児童生徒や地域の人たちにとっても意義のあること
です。
〇 交流及び共同学習を通して、互いに理解し合い、それぞれが同じ社会に生
きる人間として、共に助け合い、支え合って生きていくことはとても大切な
ことです。
○ 交流及び共同学習の中で取り組まれる様々な活動を通して、体験的な学習
などが展開できることから、「総合的な学習（探究）の時間」の展開例の一つ
として考えることができます。
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〈交流及び共同学習の内容等〉

実施の型 対象と参加状況 内 容

理解啓発型 児童生徒に対して 自校の学芸会、運動会への参加 など

地域の人々に対して 学校祭、寄宿舎祭の公開 など

児童生徒の中に 相手校の運動会や学芸会、文化祭への参加 など

社会参加型 地域の人々の中に 買い物学習、職場実習、民間の学習活動への参

加見学 など

共同活動型 児童生徒共に 各種集会活動、合同授業 など

地域の人々と共に 清掃、防災訓練等の町内活動への参加 など

居住地交流型 居住地の児童生徒と共に 居住地の小・中学校の授業への参加

〈交流及び共同学習の方法と内容〉

活動の方法 内 容

直接的な活動 直接対面した各種集会活動や合同授業、運動会や学校祭参加 など

間接的な活動 作品や作文、詩歌の交換や投稿、電子メール など

〈特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習の内容等〉

方 法 内 容 配 慮 事 項

行事等 ○ 運動会や体育大会、学習発 ・一人一人の児童生徒に応じた役割分担等を

表会、学校祭、遠足、合唱コ 明確にして、学級の一員として活動できる

ンクール、入学式 ように配慮する。

○ クラブ活動や児童会、生徒 ・障がいのある児童生徒と行動を共にするグ

会活動 ループの人員構成などに配慮する。

○ 休み時間や給食、清掃活動

教科等 ○ 国語 ○ 算数・数学 ・担当者間で事前、事後の打合せを十分に行

○ 理科 ○ 社会 うとともに、児童生徒の負担などについて

○ 体育・保健体育 ○ 音楽 常に把握する。

○ 図画工作・美術 ・特別支援学級の児童生徒の実態に応じて教

○ 技術・家庭 科等を選択し、内容を検討する。

○ 総合的な学習の時間 など ・児童生徒が主体的に学習に取り組めるよう

教材・教具を工夫する。
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※網掛け部分は、重点的に指導する事項の（例）

「平成 29年度高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育研究開発実施報告書」（北海道大樹高等学校）より    

（１）自立活動の区分に即して整理

心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

・自信のなさから

安心して活動に取

り組めないことが

ある。

・人前に出ると緊

張して言葉に詰ま

ることがある。

・気持ちの切り替

えができない。

・自分のことにつ

いて話すことが苦

手である。

・板書をノートに

写すときに時間が

かかる。

・球技などの運動

や手先を使う細か

い作業が苦手である。

・困ったときに周

囲に助けを求める

ことができない。

いくつかの指導目標の中で優先する目標として

指導目標を達成するために必要な項目の選定

心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

①情緒の安定
①他者とのかかわ

りの基礎

①保有する感覚の

活用

①姿勢と運動・動

作の基本技能

①コミュニケー

ションの基礎的能

力

②状況の理解と変

化への対応

②他者の意図や感

情の理解

②感覚や認知の特

性への対応

②姿勢保持と運

動・動作の補助的

手段の活用

②言語の受容と表

出

③障害による学習

上又は生活上の困

難を改善・克服す

る意欲

③自己の理解と行

動の調整

③感覚の補助及び

代行手段の活用

③日常生活に必要

な基本動作

③言語の形成と活

用

④集団への参加の

基礎

④感覚を総合的に

活用した周囲の状

況の把握

④身体の移動能力

④コミュニケー

ション手段の選択

と活用

⑤認知や行動の手

掛かりとなる概念

の形成

⑤作業に必要な動

作と円滑な遂行

⑤状況に応じたコ

ミュニケーション

④健康状態の維持・

改善

自立活動の指導目標・指導内容シート（早川宗徳）

発達の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境などについての情報収集

健康の保持

指導目標
・できることを増やし、自信を持って自分から行動できるようにする。
・困ったときには適切に対処し、気持ちを切り替えられるようにする。
・自分に合った学び方を探り、実践できるようにする。

・自分の認知特性を理解し、得意
な方法を生かしたり、苦手な方法
を補うような指導をする。

選定された項目

を関連付け具体

的な指導内容を

設定

具
体
的
な

指
導
内
容

・自分のよさやがんばりに気づ
き、いろいろな活動に自信を持っ
て取り組めるようにする。

・自分の身だしなみや行動につい
て振り返る機会を設け、適切な行
動ができるようにする。

選
定
し
た
項
目

健康の保持

①生活のリズムや生

活習慣の形成

・働く上で必要な力が不足している

実
態
把
握

（３）卒業後を含む将来の姿の視点から

（２）学習上又は生活上の困難に即して整理

・漢字の読み書きや暗記が苦手　・身だしなみの意識が低い

②病気の状態の理解

と生活管理

③身体各部の状態の

理解と養護

６ 高等学校における特別支援教育の実践事例
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